
'

平
成
二
十
年
度
山
梨
県
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
職
員
及
び
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
の
採
用
予

定
人
員

平
成
二
十
年
度
山
梨
県
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
職
員
及
び
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
の
採
用
予
定

人
員
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
小
　
　
澤
　
　
義
　
　
彦

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

一
二
六



一
二
七

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

一
二
八

'

平
成
二
十
年
度
山
梨
県
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
職
員
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
度
山
梨
県
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
職
員
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
小
　
　
澤
　
　
義
　
　
彦



一
二
九

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

一
三
〇



一
三
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

一
三
二

'

第
七
十
一
回
（
平
成
二
十
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

第
七
十
一
回
（
平
成
二
十
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
小
　
　
澤
　
　
義
　
　
彦



一
三
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

一
三
四



一
三
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

一
三
六



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

一
三
七

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
丸
　
　
茂
　
　
紀
　
　
彦

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
庁
舎
整
備
室
）

第
四
条
の
三

会
計
課
に
庁
舎
整
備
室
を
附
置
す
る
。

２
　
庁
舎
整
備
室
に
お
い
て
は
、
庁
舎
の
整
備
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
一
条
の
六
第
六
号
中
「
少
年
犯
罪
の
捜
査
」
を
「
非
行
少
年
に
係
る
事
件
の
捜
査
又
は
調
査
」

に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
四
第
六
号
中
「
車
庫
証
明
」
を
「
自
動
車
の
保
管
場
所
証
明
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
監
査
室
」
の
下
に
「
、
庁
舎
整
備
室
」
を

加
え
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
五
三
七
人
」
を
「
五
六
二
人
」
に
、「
七
二
一
人
」
を
「
七
四
六
人
」
に
、

「
一
、
〇
八
八
人
」
を
「
一
、
〇
六
三
人
」
に
、「
一
、
二
〇
〇
人
」
を
「
一
、
一
七
五
人
」
に
改
め

る
。

「

「

庶
　
　
　
　
　
務

別
表
第
一
会
計
の
部
中
　
　
出
　
　
　
　
　
納
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
出
　
納
　
第
　
一

出
　
　
　
　
　
納

」

出
　
納
　
第
　
二

「

庶
　
　
　
　
　
務

「

出
　
納
　
第
　
一
　
　
に
、

監
査
室
　
監
　
　
　
　
　
査
　
監
　
　
　
　
　
査
　
　
を

」

出
　
納
　
第
　
二

」

「

監
査
室
　
監
　
　
　
　
　
査
　
監
　
　
　
　
　
査

庁
舎
整
備
　
整
　
備
　
第
　
一
　
整
　
備
　
第
　
一
　
　
に
改
め
、
同
表
少
年
の
部
中
　
　
少
年
事

室

整
　
備
　
第
　
二
　
整
　
備
　
第
　
二

」

少
年
事
件
捜
査
第
一
　
　
　
「

少
年
事
件
第
一

件
捜
査
　
少
年
事
件
捜
査
第
二
　
　
を
　
　
少
　
年
　
事
　
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表

少
年
事
件
第
二

少
年
事
件
捜
査
第
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

」

「

「

組
織
犯
罪
対
策
の
部
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庶
　
　
　
　
　
務
　
　
を
　
　
庶
　
　
　
　
　
務

」

「

指
　
導
　
取
　
締

庶
　
　
　
　
　
務
　
　
に
改
め
、
同
表
交
通
指
導
の
部
中
　
　
指
　
導
　
取
　
締

」

放
置
駐
車
対
策

「

指
　
導
　
取
　
締
　
指
　
導
　
取
　
締
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
警
備
第
一
の
部
中

放
置
駐
車
対
策
　
放
置
駐
車
対
策

」

」

「

庶
務
・
企
画
　
　
を
　
　
庶
務
・
企
画
　
庶
務
・
企
画
　

に
改
め
る
。

」

」

別
表
第
三
甲
府
警
察
署
の
部
昇
仙
峡
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
甲
府
市
平
瀬
町
三
四
六
七
」
を
「
甲

府
市
下
帯
那
町
三
五
〇
の
六
」
に
改
め
、
同
表
北
杜
警
察
署
の
部
日
野
春
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
北

杜
市
長
坂
町
塚
川
二
八
一
九
の
三
一
」
を
「
北
杜
市
長
坂
町
富
岡
二
七
八
二
の
二
」
に
改
め
、
同
表
南

「

下
山
警
察
官
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
の
う
ち
下
山
及
び
粟
倉

駐
在
所
　
　
　
下
山
一
一
三
五
三

の
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

一
三
八

部
警
察
署
の
部
中
　
　
身
延
山
警
察
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
の
う
ち
身
延
（
四
二
一

官
駐
在
所
　
　
身
延
三
五
六
七
　
　
一
を
除
く
。
）
、
小
田
船
原
、
門
野
、
大

相
又
、
横
根
中
、
光
子
沢
及
び
清
子

梅
平
警
察
官
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
の
う
ち
梅
平
、
波
木
井

駐
在
所
　
　
　
梅
平
六
五
一
の
一
　
大
野

「

下
山
警
察
官
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
の
う
ち
下
山
、
粟
倉
、
梅
平

駐
在
所
　
　
　
下
山
一
一
三
五
三
　
（
一
か
ら
九
九
九
ま
で
（
二
六
四
、
五
六
一
、

の
四
　
　
　
　
　
　
六
二
三
、
六
四
五
、
六
四
八
、
六
五
八
、
六
八

六
の
一
、
七
三
六
、
七
三
八
、
七
四
〇
、
九
三

五
及
び
九
四
五
を
除
く
。）
並
び
に
一
一
六
六

、
一
一
八
三
の
一
、
一
三
五
五
、
一
三
五
八
、

二
七
六
七
、
二
七
八
〇
、
三
〇
三
九
、
三
一
二

九
の
三
、
三
一
八
〇
の
二
、
三
五
〇
一
及
び
三

七
一
一
を
除
く
。）
及
び
波
木
井

七
の

城
、

を
　
　
身
延
山
警
察
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
の
う
ち
身
延
（
四
二
一
七
の

官
駐
在
所
　
　
身
延
三
五
六
七
　
　
一
を
除
く
。
）
、
小
田
船
原
、
門
野
、
大
城
、

相
又
、
横
根
中
、
光
子
沢
、
清
子
及
び
梅
平
（

及
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
か
ら
九
九
九
ま
で
（
二
六
四
、
五
六
一
、
六

二
三
、
六
四
五
、
六
四
八
、
六
五
八
、
六
八
六

の
一
、
七
三
六
、
七
三
八
、
七
四
〇
、
九
三
五

」

及
び
九
四
五
を
除
く
。）
並
び
に
一
一
六
六
、

一
一
八
三
の
一
、
一
三
五
五
、
一
三
五
八
、
二

七
六
七
、
二
七
八
〇
、
三
〇
三
九
、
三
一
二
九

の
三
、
三
一
八
〇
の
二
、
三
五
〇
一
及
び
三
七

一
一
に
限
る
。）

に
改
め
、
同
部
身
延
駅
前
警
察
官
駐
在
所
の
項
中
「
及
び
上
八
木
沢
」
を
「
、
上
八
木
沢
及
び
大

」

「

飯
富
連
絡
所
　
南
巨
摩
郡
身
延
町

野
」
に
改
め
、
同
部
中
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
富
一
二
九
二
の

三

「

飯
富
連
絡
所
　
南
巨
摩
郡
身
延
町

飯
富
一
二
九
二
の

を
　
　
　
　
　
　
　
　
三

」

梅
平
連
絡
所
　
南
巨
摩
郡
身
延
町

梅
平
六
五
一
の
一

に
改
め
る
。

」



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
八
百
三
十
七
号
　
　
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日

一
三
九

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
甲
府
警
察
署
の
部

昇
仙
峡
警
察
官
駐
在
所
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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